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（１）背景と目的
・ 長崎港は、古くから国際貿易港として繁栄し、現代において

も松が枝周辺地区は海外との交流を具現し続ける重要なエリ
アである。

・ 平成21年に10万総トン級クルーズ船専用岸壁の供用開始。

・ 平成29年には過去最大となる267隻の寄港を記録する。

・ クルーズ船寄港需要の増加や大型化に対応するため、松が
枝埠頭の２バース化による国際交流拠点形成を目指す。

・ 平成31年3月には、松が枝地区に観光交流機能、地域の都市
機能、交通結節機能を位置づける松が枝地区再開発構想（素
案）をとりまとめる。

・ 令和2年4月には、「長崎港松が枝地区旅客船ターミナル整備
事業」（岸壁整備、道路整備、埠頭造成）が事業化される。

・ 新幹線開業や長崎スタジアムシティプロジェクト等の100年に
一度ともいうべき変革の時期にあって、人の流れやまちづく
りの動き、さらには観光形態の変化等を踏まえ、求められる
機能や施設を整備・誘致する必要があることから、今後、松
が枝地区の整備を行うにあたりコンセプトや土地利用のイ
メージを共有するため、本構想を策定するものである。なお、
本構想は関係者の意見を踏まえ事業主体である県、市で策定
するものである。

（２）対象エリア

３ 【仮称】松が枝地区整備構想（案）について
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将 来 像

整備コンセプト・土地利用の方針

・クルーズ船２隻の同時寄
港可能な国際ターミナル
機能の整備（出入国審査、
税関・検疫検査）

・ツアーバス駐車場、タク
シー・シャトルバスの乗
降施設機能の整備

Ａ. 国際ゲートウェ
イ機能の強化

・クルーズ船と陸上交通の
接続

・各種交通と連携した利便
性の高い交通結節機能の
整備

・路面電車の整備（中長期
的検討）

・港と南山手地区との繋が
りを感じさせるエントラ
ンス機能の整備

・民間活力を導入した洋館
等活用を推進し、非日常
で特別な空間を創出

・情報発信機能の整備

・利便性の高い公共交通
ネットワーク強化

・生活利便施設の立地誘導

・洋館活用推進による来訪
者と市民の交流強化

Ｂ. 交通結節機能
の強化

D. 都市機能の強化
Ｃ. 観光・交流機能

の強化

【施設イメージ例】
新国際ターミナル（ＣＩＱ、
待合所、イベントスペース、
などを含む）、
利便施設（休憩所等）、
ボーディングブリッジ、
緑地など

【施設イメージ例】
幹線道路と繋ぐ道路整備、
ツアーバス・シャトルバ
ス・路線バス乗降場、タク
シー乗降場・プール、一般
駐車場、路面電車（中長期
的検討）など

【施設イメージ例】
観光案内所、飲食店（地元
の水産物提供）、特別感の
ある宿泊施設・物販店、観
光集客施設など

【施設イメージ例】
生活利便施設、南山手地区
への回遊動線強化、地域の
公共広場、路線バス乗降場、
コワーキングスペース、学
習スペース、など

（３）整備構想

海の国際玄関口 ～歴史がつなぐ・人が生み出す・まちが魅せる新ナガサキ～
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（４）土地利用計画のイメージ
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⻘：調査・設計・調整・
法令等⼿続き

オレンジ：施設整備
緑：歴史的⾵致の維持

向上を図る取り組み
点線：中⻑期的検討

（５）今後の進め方
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（６）公表までのスケジュール

整備構想（案）の作成令和５年５月

整備構想（案）作成に向けた意見調整

・地権者関係 ・地元自治会等

・商工会議所等関係機関

・長崎港松が枝国際観光埠頭整備促進期成会

令和５年５月～８月

整備構想案の 県・市 議会への説明令和５年９月

整備構想策定 （公表）令和５年１０月（予定）

長崎居留地シンポジウムでの説明令和５年８月
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